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※ 以下，単純平均と記載している場合は，回答者数で単純平均した値 

加重平均と記載している場合は，回答者の管理棟数に応じて加重平均した値 

（例）Ａ者（管理棟数 80件）の回答：20％，Ｂ者（管理棟数 20件）の回答：100％ 

→単純平均：（20％＋100％）÷2＝60％ 

加重平均：20％×80 件／（80 件＋20 件）＋100％×20 件／（80 件＋20 件）＝36％ 

 

１ 御回答者の概要について 

■ 所在地（N=58） 

 
■ 回答者の属性（N=58） 

 

2者, 3%

5者, 9%

5者, 9%

12者, 21%

0者, 0%

4者, 7%

13者, 22%

2者, 3%

3者, 5%

4者, 7%

5者, 9%

3者, 5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

北区

上京区

左京区

中京区

東山区

山科区

下京区

南区

右京区

西京区

伏見区

その他

管理会社

26者

45%

管理組合 4者 7%

オーナー

20者

34%

その他 3者 5%

無回答 5者 9%

＜調査概要＞ 

（１）調査票の配布期間 

令和４年３月２８日（月）から順次（提出期限：令和４年４月１５日（金）） 

（２）調査票の配布方法 

郵送 

（３）調査票の配布数 

３００者（管理棟数が多い管理会社：全数抽出，その他：無作為抽出） 

（４）回答者数 

５８者 

アンケート調査結果（共同住宅管理者等） 

参考資料４ 
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■ 京都市内における共同住宅等管理物件の棟数等 

共同住宅等管理物件の棟数（N=53） 合計：2,899棟 平均：55棟 

共同住宅等管理物件の戸数（N=44） 合計：22,799戸 平均：518戸 

 

２ ごみの収集形態について 

（１）管理または所有する京都市内の共同住宅の，ごみの収集形態について品目別におおよ

その割合（棟数ベース）を教えて下さい。【単純平均，（）内は加重平均】 

 市収集 業者収集 計 

燃やすごみ【N=58（N=53）】 20％（52%） 80％（48%） 100％（100%） 

缶・びん・ペットボトル【N=58（N=53）】 36％（55%） 64％（45%） 100％（100%） 

プラスチック製容器包装【N=57（N=52）】 36％（55%） 64％（45%） 100％（100%） 

（２）業者収集の共同住宅における品目別の収集頻度について，おおよその物件数 

（棟数）の割合を教えてください。【単純平均，（）内は加重平均】 

 
燃やすごみ 

【N=56（N=51）】 
缶・びん・ペットボトル

【N=46（N=43）】 
プラスチック製容器包装

【N=46（N=43）】 
古紙類 
【N=43】 

小型金属・スプレ

ー缶【N=36】 

週５～７回 82％（57%） 3％（0%） 9％（1%） 2％ 6％ 

週３～４回 14％（41%） 4％（2%） 2％（1%） 3％ 2％ 

週２回 4％（1%） 16％（12%） 18％（13%） 7％ 11％ 

週１回 0％（0%） 77％（84%） 70％（83%） 63％ 62％ 

その他 0％（1%） 0％（2%） 0％（2%） 25％ 20％ 

合計 100％（100%） 100％（100%） 100％（100%） 100％ 100％ 

（３）「燃やすごみ」について，どのような理由で市収集または業者収集になりましたか。市収集の共同住

宅，業者収集の共同住宅の両方を管理されている方は（ア）（イ）のそれぞれに回答してください。 

（ア）市収集になった要因【複数回答有】（N＝26） 

 

（イ）業者収集になった要因【複数回答有】（N=58） 

 

15者, 58%

14者, 54%

3者, 12%

2者, 8%

4者, 15%

1者, 4%

7者, 27%

3者, 12%

0% 50% 100%

管理者側での費用負担がないため

排出量（入居戸数）が少なく，収集定点に排出できるため

業者収集用の廃棄物保管場所を確保できなかったため

収集業者に相談したが，金額などで折り合いがつかなかったため

共同住宅所有者（オーナー）と調整がつかなかったため

業者収集を考えたことがなかったため

市収集となった理由が分からない

その他

40者, 69%

4者, 7%

18者, 31%

10者, 17%

11者, 19%

8者, 14%

4者, 7%

0% 50% 100%

収集の頻度や時間を選ぶことができ，居住者にとって魅力になると考えたため

他の物件でごみ収集業者と契約しており，その対応がよかったため

廃棄物保管場所（ごみ置き場）が小さく，毎日収集が必要だったため

共同住宅建設時における地元との取り決めで決まっていたため

ごみの排出・保管場所の物理的な課題により市収集にできなかったため

業者収集となった理由が分からない

その他
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（４）「燃やすごみ」を業者収集，「燃やすごみ」以外の品目（資源ごみ）を市収集している

場合，その理由を教えてください。【複数回答有】（N＝23） 

 

３ ごみ収集業者（一般廃棄物収集運搬業許可業者）との処理契約等について 

「業者収集」を行っている物件について，お答えください。 

（１）ごみ収集業者との契約状況等について 

（ア）契約書（電子を含む）をどの程度取り交わしていますか。おおよその割合を教えて

ください。【単純平均 N=55，（）内は加重平均 N=52】 

契約書を 
取り交わしている 

契約書を 
取り交わしていない 

合計 

82％（92%） 18％（8%） 100%（100%） 

（イ）ごみ収集業者との契約料金の中には，ごみ収集業者による収集運搬経費のほか，市の

クリーンセンター等の施設で処分するために市が徴収している手数料が含まれているこ

とを，以前から知っていましたか。【複数回答有】（N=58） 

 

（ウ）ごみ収集業者との契約料金の中で，市への手数料がどの程度の割合を占めるか，知っていますか。（N=58） 

 

 

（２）契約料金の体系及びごみの排出量の把握状況について 

（ア）ごみ収集業者との契約の料金体系はどのようになっていますか。【単純平均N=56，（）内は加重平均N=52】 

定額料金制（ごみの排出量に増減

があっても契約料金が変わらない） 
排出量実績に基づ
く変動料金制 

合計 

     98％（100%）   2％（0%） 100%（100%） 

14者, 61%

9者, 39%

9者, 39%

1者, 4%

2者, 9%

4者, 17%

0% 50% 100%

資源ごみは，排出量が少なく，毎日収集が不要なため

資源ごみを業者収集にすると収集経費が増えるため

資源ごみは，近隣に市の収集定点があるため

資源ごみ収集をごみ収集業者に相談したが，対応してもらえなかったため

その収集形態となっている理由が分からない

その他

16者, 28%

19者, 33%

6者, 10%

2者, 3%

21者, 36%

1者, 2%

0% 20% 40%

ごみ収集業者からの書類（契約書や請求書等）に記載があるため，知っていた

ごみ収集業者から口頭で説明を受けたため，知っていた

市の広報物等を通じて知っていた

１～３以外からの情報で知っていた

知らなかった

無回答

3者, 5%

3者, 5%

4者, 7%

44者, 76%

4者, 7%

0% 50% 100%

ごみ収集業者からの書類（契約書や請求書等）に記載があるため，知っている

ごみ収集業者から口頭で説明を受けたため，知っている

市の手数料（1,000円/100㎏）と自社のごみ排出量から推計して，知っている

知らない

無回答
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（イ）もし仮に，契約料金の体系を自由に選択できる場合，どれを選びますか。また，そ

の理由も教えてください。（N=58） 

 

  

（ウ）ごみの排出量を把握していますか。（Ｎ=58） 

 

（エ）ごみの排出量をどのように把握していますか。【複数回答有】（N=23） 

 

  

定額料金制

50者

86%

排出量実績に基

づく変動料金制

2者 4%

わからない 4者 7%

無回答 2者 3%

2者

100%

0者

0%

0% 50% 100%

ごみの量が減ると，

料金が安くなるため

その他

47者, 94%

19者, 38%

0者, 0%

1者, 2%

0% 50% 100%

支払い金額が毎回同じでわかりやすいため

ごみの量が増えても，料金が変わらないため

その他

無回答

管理している

全ての共同住

宅で排出量を

把握している

14者 24%

管理している

一部の共同住

宅で排出量を

把握している

9者 16%

管理している全

ての共同住宅で

排出量を把握し

ていない

31者 53%

無回答, 4者, 7%

2者, 9%

10者, 43%

2者, 9%

2者, 9%

5者, 22%

3者, 13%

0% 20% 40% 60%

重量を計測している

袋数などを計測している

ごみ収集業者に問い合わせて把握している

ごみ収集業者からの請求書等の書類で把握している

その他

無回答

N=2 

【複数回答有】N=50 
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（３）市の処分手数料改定に係る契約内容の見直しについて 

（ア）平成20年4月から平成26年4月にかけて，段階的に市の処分手数料を改定していま

すが，それを理由とした契約内容の見直しについて，ごみ収集業者から要請がありました

か。また，要請があった場合，それに応じましたか。【複数回答有】（Ｎ＝５８） 

 

（イ）承諾したことがある方は，その理由を教えてください。【複数回答有】（N=21） 

 

（ウ）承諾しなかったことがある方は，その理由を教えてください。【複数回答有】（N=5） 

 

４ 収集形態の見直しについて 

（１）これまでに，管理または所有する物件のごみについて，市収集から業者収集，または

業者収集から市収集へ変更をされたことはありますか。（N=58） 

 

21者, 36%

5者, 9%

13者, 22%

16者, 28%

2者, 3%

5者, 9%

0% 20% 40%

要請があり，承諾したことがある

要請があったが，承諾しなかったことがある

要請はなかった

わからない・覚えていない

ごみ収集業者との契約は平成２６年４月以降である

無回答

3者, 14%

8者, 38%

14者, 67%

3者, 14%

1者, 5%

0% 50% 100%

契約内容の見直しについて，契約書中に定めがあったため

別途，市または事業者団体等から，手数料改定の説明や契約見直しへの協力要請を

受けたため

契約の見直し理由が，ごみ収集業者の事情ではなく，市の手数料改定によるもので

あり，承諾しなければ，ごみ収集業者が代わりに負担を被ることになるため

経営への影響が大きくなかったため

その他

0者, 0%

4者, 80%

3者, 60%

1者, 20%

2者, 40%

0者, 0%

1者, 20%

0% 50% 100%

契約内容の見直しについて，契約書中に定めがなかったため

提供されるサービス内容が変わらないため

見直しの理由と提示された金額に齟齬があると考えたため

とにかく経費を抑える必要があったため

経営への影響が大きかったため

前回，契約を見直して以降，あまり年月が経過していなかったため

その他

変更したこ

とがある

14者 24%変更したこ

とはない

44者

76%
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（２）上記（１）で「１ 変更したことがある」と回答した方にお聞きします。 

（ア）市収集から業者収集へ変更した理由を教えてください。【複数回答有】（N=14） 

（燃やすごみ）                     （資源ごみ） 

 

（イ）業者収集から市収集へ変更した理由を教えてください。【複数回答有】（N=14） 

 

 

 

５ ごみの分別について 

（１）入居者のごみの出し方について，お困りになっていることを教えてください。【複数回答有】（N=58） 

 

  

7者, 50%

2者, 14%

1者, 7%

3者, 21%

3者, 21%

1者, 7%

0% 50% 100%

排出量が多く，近隣から苦情があったため

収集頻度を増やすため

収集時間を変更するため

共同住宅所有者（オーナー）の意向

その他

この区分は変更していない

5者, 36%

3者, 21%

0者, 0%

3者, 21%

2者, 14%

1者, 7%

2者, 14%

0% 20% 40%

排出量が多く，近隣から苦情があったため

収集頻度を増やすため

収集時間を変更するため

共同住宅所有者（オーナー）の意向

その他

この区分は変更していない

無回答

1者, 7%

1者, 7%

0者, 0%

2者, 14%

2者, 14%

3者, 21%

7者, 50%

0% 50% 100%

排出量が少なく，市の収集頻度で対応が可能であったため

管理費を抑えるため

ごみ収集業者が収集を辞退したため

共同住宅所有者（オーナー）の意向

その他

この区分は変更していない

無回答

2者, 14%

1者, 7%

0者, 0%

2者, 14%

2者, 14%

3者, 21%

6者, 43%

0% 20% 40% 60%

排出量が少なく，市の収集頻度で対応が可能であったため

管理費を抑えるため

ごみ収集業者が収集を辞退したため

共同住宅所有者（オーナー）の意向

その他

この区分は変更していない

無回答

29者, 50%

17者, 29%

26者, 45%

15者, 26%

9者, 16%

13者, 22%

0% 50% 100%

ごみの分別のルールを守っていただけない

ごみの排出の日時を守っていただけない

ごみの分別方法や排出方法を理解されていない

廃棄物保管場所（ごみ置場）にごみが散乱している

その他

無回答

（
燃
や
す
ご
み
） 

（
資
源
ご
み
） 
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（２）どのような分別・リサイクルの啓発を実施していますか。【複数回答有】（N=58） 

 

（３）本市が実施した調査では，業者が収集している共同住宅の「燃やすごみ」にプラスチッ

ク製容器包装（以下「プラ製容器包装」という。）の混入がみられます。このプラ製容器包

装の分別を高める対策として，どのような対策が有効と考えますか。【複数回答有】（N=58） 

 

50者, 86%

18者, 31%

11者, 19%

36者, 62%

2者, 3%

2者, 3%

0% 50% 100%

入居契約時に，ごみの分け方・出し方の資料を配布し，説明している

定期的に，自社で作成した分別等の啓発チラシを配布（ポスティング）している

定期的に，市が作成した分別等の啓発チラシを配布（ポスティング）している

廃棄物保管場所（ごみ置場）に，分別ルールや排出方法等を掲示している

その他

無回答

37者, 64%

5者, 9%

9者, 16%

9者, 16%

1者, 2%

4者, 7%

9者, 16%

0% 50% 100%

入居者に対して，プラ製容器包装の分別に係る啓発を継続的に行う

分別に対する経済的インセンティブを働かせる

プラ製容器包装の収集回数を増やす

プラ製容器包装の専用ごみ袋を導入し，燃やすごみと区分する

市収集から業者収集に切り替え（収集形態を統一し），入居者の分別

排出をわかりやすくする

その他

無回答


